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令和４年第７回函館市教育委員会定例会 会議録 

１ 日  時 令和４年（２０２２年）７月２２日（金） 午前１０時００分 

２ 場  所 市役所本庁舎８階大会議室 

３ 出 席 者 辻教育長，藤井委員，小葉松委員，須田委員，神田委員 

４ 欠 席 者  

５ 事 務 局 川村生涯学習部長，小笠原学校教育部長，吉本生涯学習部次長， 

清藤生涯学習部次長，横川教育政策推進室長，渡邊管理課長 

６ 傍 聴 者 ０人 

７ 付議事項  

日程第１ 

 

日程第２ 

 

日程第３ 

 

 

 

日程第４ 

 

日程第５ 

 

日程第６ 

 

 

日程第７ 

日程第８ 

 

議案第１号 

 

議案第２号 

議案第３号 

議案第４号 

 

議案第５号 

 

議案第６号 

 

議案第７号 

 

議案第８号 

 

 

報告第１号 

報告第２号 

市立函館高等学校通学区域規則の一部改正に関し，議決を求め

ることについて 

函館市社会教育委員の解嘱に関し，議決を求めることについて 

函館市社会教育委員の委嘱に関し，議決を求めることについて 

函館市スポーツ振興審議会委員の解嘱に関し，議決を求めるこ

とについて 

函館市スポーツ振興審議会委員の委嘱に関し，議決を求めるこ

とについて 

令和５年度（２０２３年度）使用小学校用教科用図書および中

学校用教科用図書採択に関し，議決を求めることについて 

令和５年度（２０２３年）度使用高等学校用教科用図書採択に

関し，議決を求めることについて 

令和５年度（２０２３年度）使用教科用図書のうち学校教育法

附則第９条に規定する教科用図書採択に関し，議決を求めること

について 

アーバンスポーツイベントi nハコダテの開催について 

函館市教育振興基本計画の中間年における計画の推進状況の検

証および見直しに対する答申について 

■辻教育長 

○ 開会宣言  午後１時３０分 

○ 議事録署名人に，藤井委員，小葉松委員を選任。 

○ 本日の日程のうち，日程第４，議案第６号「令和５年度（２０２３年度）使用小学校用

教科用図書および中学校用教科用図書採択に関し，議決を求めることについて」から，日

程第６，議案第８号「令和５年度（２０２３年度）使用教科用図書のうち学校教育法附則

第９条に規定する教科用図書採択に関し，議決を求めることについて」を「非公開」とし

たいが，いかがか。 

○ 異議がないので，「非公開」とさせていただく 

○ それでは，日程第１，議案第１号「市立函館高等学校通学区域規則の一部改正に関し，

議決を求めることについて」を諮る。 
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■学校教育部長 

〇 議案第１号「市立函館高等学校通学区域規則の一部改正に関し，議決を求めることにつ

いて」説明する。このたびの改正は，市立函館高等学校の通学区域に係る町域名の変更に

伴い，所要の規定の整備を行うものである。北海道教育委員会では，道立高等学校におけ

る全日制課程普通科への就学について，道内において学区を問わず可能とする区域を設定

しており，市教育委員会では，市立函館高等学校について，これに準じ，区域設定をして

いるところである。この区域のうち，日高町の町域名が一部変更となったことに伴い，本

規則において，規定の整備が必要となるが，今後，道立高等学校との整合性を図るため，

本市以外の区域について，「北海道立高等学校通学区域規則」に合わせることとするもの

である。なお，この規則は，公布の日から施行するものである。 

 

■辻教育長 

○ 議案第１号について何かあるか。 

（意見なし） 

■辻教育長 

○ 議案第１号については，原案のとおり決定する。 

○ 次に，日程第２，議案第２号「函館市社会教育委員の解嘱に関し，議決を求めることに

ついて」および，議案第３号「函館市社会教育委員の委嘱に関し，議決を求めることにつ

いて」を一括諮る。 

 

■生涯学習部長 

〇 議案第２号「函館市社会教育委員の解嘱に関し，議決を求めることについて」および，

議案第３号「函館市社会教育委員の委嘱に関し，議決を求めることについて」を順次説明

する。まず議案第２号「函館市社会教育委員の解嘱に関し，議決を求めることについて」

であるが，本人からの辞任の申し出により佐々木学氏を，本日をもって解嘱しようとする

ものである。次に，議案第３号「函館市社会教育委員の委嘱に関し，議決を求めることに

ついて」であるが，解嘱される委員の後任として鈴木徹氏を本日より前任者の残任期間で

ある令和６年３月１０日まで委嘱しようとするものである。 

 

■辻教育長 

○ 議案第２号および議案第３号について何かあるか。 

（意見なし） 

■辻教育長 

○ 議案第２号および議案第３号については，原案のとおり決定する。 

○ 次に，日程第３，議案第４号「函館市スポーツ振興審議会委員の解嘱に関し，議決を求

めることについて」および，議案第５号「函館市スポーツ振興審議会委員の委嘱に関し，
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議決を求めることについて」を一括諮る。 

 

■生涯学習部長 

〇 議案第４号「函館市スポーツ振興審議会委員の委嘱に関し，議決を求めることについ

て」および，議案第５号「函館市スポーツ振興審議会委員の解嘱に関し，議決を求めるこ

とについて」を順次説明する。まず，議案第４号「函館市スポーツ振興審議会委員の解嘱

に関し，議決を求めることについて」であるが，本人からの申し出により，現委員八木原

一英氏を，令和４年７月２２日をもって解嘱しようとするものである。 

 

〇次に議案第５号「函館市スポーツ振興審議会委員の委嘱に関し，議決を求めることについ

て」であるが，解嘱委員の後任として，古賀弘道氏を，令和４年７月２２日から前任者の

残任期間である，令和５年１２月２３日まで委嘱しようとするものである。 

 

■辻教育長 

○ 議案第４号および議案第５号について何かあるか。 

（意見なし） 

■辻教育長 

○ 議案第４号および議案第５号については，原案のとおり決定する。 

○ 次に，日程第４，議案第６号「令和５年度（２０２３年度）使用小学校用教科用図書お

よび中学校用教科用図書採択に関し，議決を求めることについて」を諮る。 

（非公開につき，会議録省略） 

 

■辻教育長 

○ 議案第６号については，原案のとおり決定する。 

○ 次に，日程第５，議案第７号「令和５年度（２０２３年）度使用高等学校用教科用図書

採択に関し，議決を求めることについて」を諮る。 

（非公開につき，会議録省略） 

 

■辻教育長 

○ 議案第７号については，原案のとおり決定する。 

○ 次に，日程第６，議案第８号「令和５年度（２０２３年度）使用教科用図書のうち学校

教育法附則第９条に規定する教科用図書採択に関し，議決を求めることについて」を諮る。 

 

（非公開につき，会議録省略） 



4 
 

■辻教育長 

○ 議案第８号については，原案のとおり決定する。 

○ 次に，日程第７，報告第１号「アーバンスポーツイベント inハコダテの開催につい

て」報告を求める。 

 

■生涯学習部長 

○ 報告第１号「アーバンスポーツイベントinハコダテの開催について」，令和４年度予算

で措置したスケートボードとスポーツクライミングの体験イベントを，８月１３日，１４

日の２日間で，もと凌雲中学校体育館および市内民間施設にて開催する。この２競技は，

昨年の２０２０東京オリンピックでの日本人選手の活躍により脚光を浴び，２０２４年の

パリオリンピックで追加競技,２０２８年のロサンゼルスオリンピックからは，正式競技

となり，本市においても競技人口の拡大が予想されることから，本市におけるスポーツ施

設等のニーズを調査するため，体験イベントを開催するものである。 

 

■辻教育長 

○ 報告第１号について何かあるか。 

（意見なし） 

■辻教育長 

○ 次に，日程第８，報告第２号「函館市教育振興基本計画の中間年における計画の推進状

況の検証および見直しに対する答申について」報告を求める 

 

■学校教育部長 

○ 報告第１号「函館市教育振興基本計画の中間年における計画の推進状況の検証および見

直しに対する答申について」，令和３年第１０回教育委員会定例会において，諮問した

「函館市教育振興基本計画の中間年における計画の推進状況の検証および見直しについ

て」に対し，函館市教育振興審議会から答申があったので，報告するものである。審議会

においては，計画の推進状況の検証および見直しにあたり，昨年１０月から５回の審議を

行っており，答申においては， 

・計画が策定されて以降，毎年度，事業ごとに詳細な点検評価を実施しており，近年は新型

コロナウイルス感染症の影響を受けているものの，各事業について，毎年度充実が図られ

るとともに，概ね計画どおり進められている。 

・計画の根幹である「函館市の教育がめざす人間像」や基本目標，計画および施策の体系な

どの基本的な考え方は継承することが妥当であるが，目標実現のために位置付けている取

組内容等については，見直しが必要である。 

などのご意見をいただいた。今後の予定については，定例会において，答申に基づき，計

画改訂案について協議・決定いただいた後，市民へのパブリックコメントの実施を経て，

本年度中に計画を改訂する予定である。 
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■辻教育長 

○ 報告第２号について何かあるか。 

（意見なし） 

■辻教育長 

○ これで，報告事項を終了する。 

 

■終了宣言 

○ 午前１１時２３分 

 

議事録署名人  藤 井 壽 夫 

〃     小葉松 洋 子 

 

調製者庶務係  庭 田 真 由 

 


